
 

 

松川町国民健康保険運営協議会 次第 

日時 令和８年５月２０日 午後７時００分～ 

      場所 松川町役場 ２階 協議会室                    

 

 

１ 開   会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 町長あいさつ 

 

４ 自己紹介 

 

５ 諮問 

 

６ 会議録署名委員の選任について 

 

７ 報告事項（進行：会長） 

（１）国民健康保険事業の状況について 

 

（２）令和７年度 国民健康保険特別会計決算見込みについて 

 

８ 協議事項（進行：会長） 

（１）令和８年度 国民健康保険税率(額)について（諮問事項） 

 

（２）連絡事項 

    ① 答 申 （令和８年５月２１日 ８：４５～） 

    ② その他 

 

９ 閉  会 





諮  問  書（写） 
 

 

８松 保 第 ９ ７ 号 

令和８年５月２０日 

 

松川町国民健康保険運営協議会 

 

会長  下澤 淳子 様 

 

 

松川町長  北沢 秀公 

 

下記の事項について、貴協議会に諮問します。 

 

記 

 

（１） 令和８年度松川町国民健康保険税率（額）について 

 

１ 医療分 

(1) 所得割 税率 ５．７０％ 

(2) 均等割    ２０，０００円 

(3) 平等割    １８，８００円 

 

２ 後期高齢者支援金分 

(1) 所得割 税率 ２．５５％ 

(2) 均等割    ９，２００円 

(3) 平等割    ７，８００円 

 

３ 介護納付金分 

(1) 所得割 税率 ２．３２% 

(2) 均等割    ９，５００円 

(3) 平等割    ６，５００円 

 

４ 子ども・子育て支援金分 

(1) 所得割 税率 ０．３％ 

(2) 均等割    １，０００円＋１８歳以上３０円 

(3) 平等割    １，０００円 
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長野県における保険税水準等の統一に向けた松川町のロードマップ 

 

１．国民健康保険の県単位化の経緯 

国民健康保険は、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高い、低所得者が多く所得水

準が低い、小規模保険者が多く財政が不安定になりやすい等の構造的な問題を抱えている。

こうした問題を打開すべく、平成 30年に都道府県が国保の財政運営における責任主体とし

て加わり、国保運営の都道府県単位化が始まったところである。都道府県単位化の基本理念

は「同じ所得の県民は同水準の保険料負担」とされており、今後の国保運営については、給

付と負担の更なる平準化が求められる。 

 

２．国・県の動向 

【国の方針】 国民健康保険運営方針策定要領（令和 2年 5月） 

保険料水準の統一について、都道府県において将来的に目指すことを明確化 

【県の方針】 国民健康保険運営の中期的改革方針（令和 3年 3月） 

 「同じ県内で同じ家族構成で同じ所得であれば、同じ保険料」があるべき姿 

 →ただし、長野県は市町村数が多く、市町村間の医療費・所得・保険料等の格差も全

国上位に位置していることから、税水準の統一が難しい県としている。 

 

３．長野県における標準化（税水準統一）に向けた 5つの困難要因 

① 納付金算定における医療費水準の算定 

 医療費指数（最安市町村 0.66～最高市町村 1.23）をどう収束するか。都市部と山間部

とで医療機関へのアクセス利便性が大きく異なることが、市町村間の格差の要因の 1 つ

とも考えられるが、医療提供体制を短期間で平準化することは困難。 

② 保険税算定方式及び応能応益割合 

 県内市町村の 6割が依然として 4方式を採用。（当町は令和 2年度より 3方式） 

 応益割が著しく低い金額に設定している市町村がある。（当町も標準保険料率より低い） 

③ 市町村に交付される「個別公費」の取扱 

 特別調整交付金、努力支援交付金、県繰 2 号等の市町村の事情や努力に応じて得られ

るインセンティブが、完全統一の場合均される。市町村のモチベーション低下懸念。 

④ 市町村間の収納率格差 

 収納率（最低市町村 92％～最高市町村 100％）をどう収束するか。収納率は小規模町

村で高く、大規模な市では低い傾向にある。完全統一の場合、公平性をどう確保するか。 

⑤ 保健事業費・任意給付等 

 各市町村が実施する保健事業の費用は、現在は納付金の算定対象外となっているが、

完全統一の場合はこれらの費用も算定対象となり、事業や給付を全県的に平準化しなく

ては、公平性が保たれない。 

参考資料：令和 3年度策定 
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４．長野県が示す最終的な統一のかたち 3案 

A 完全統一案 

 所得割・均等割・平等割を全て県内一律の税率で賦課。後期高齢者医療制度に近いも

の。前述の困難要因を全てクリアする必要があるが、統一が目に見えて判りやすい。 

B 準統一案 

 所得割は各市町村で賦課。均等割・平等割を県内一律で賦課。すなわち応益分が統一

されることから、医療費指数は納付金算定に反映しない。所得割の格差は、所得水準の

差、収納率の差、保健事業の差、それに関連する努力支援の評点の差として説明できる

ため、前述の困難要因③・④・⑤はクリアしなくてもよい。 

C 標準保険料率採用案 

 医療費指数の納付金算定反映を残す。同じ二次医療圏内であれば、その医療提供体制

環境は変わらないと捉え、二次医療圏毎に標準保険料率（3方式＝資産割は廃止が前提）

が示され、市町村が保険税を賦課するというもの。 

 

５．令和 9年度までの国保運営の改革方針（県） 

Ⅰ 概ね二次医療圏での医療費指数の統一と、応益割額の平準化を目指す 

Ⅱ 最終的な統一のかたち 3案のいずれかを選択できるよう、保険料率の格差是正を図る 

 

６．松川町の中期的な対応方針 

最終的な統一のかたちについては、今後も県と協議をしていくことにはなるが、県の

示す「令和 9年度までの国保運営の改革方針」（以下、「改革方針」という。）には対応で

きるよう、準備を進める。 

具体的には、改革方針Ⅰに沿った対応が必要となるが、これについては、下記のとお

り、均等割・平等割の税額引き上げを実施する。なお、改革方針Ⅱについては、保険税

算定方式の統一（3 方式化）を指しているが、当町においては令和 2 年度に資産割廃止

済みにつき、対応不要である。 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 【参考R2飯田】

応能割分（％） 57 56 55 53 53 52 52 58

所得割（％） 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.6

応益割分（％） 43 44 45 47 47 48 48 42

均等割（円） 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 20,000 16,500

平等割（円） 13,300 14,400 15,500 16,600 17,700 18,800 20,000 21,000

調定額（千円） 141,333 140,488 142,633 141,616 143,088 141,400 139,898 -
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